
アンブレラ・マスター

森行成さん　恵子さん
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６月放送のCTY-FM「よっかいち　わいわい人探訪！」でも紹介します。（放送時間は裏表紙へ）

傘喜（カサキ）と書かれた和傘 日本製の洋傘 アンブレラ・マスターの称号

日本製で職人が作った傘は価格が高いものの、
壊れにくく、長く使うことができます。もし、壊
れてしまっても、私たちが修理する事もできるの
で、お気に入りの傘を使い続けることができます。

アンブレラ・マスターとして
アンブレラ・マスターとは、「アンブレラ・

マスター認定試験」に合格した洋傘の専門家の
ことです。
洋傘の種類や、機能、素材、製造技術に精通

し、使う人に合う洋傘を見極め、手入れや使い
方の説明や修理などのサービスを提供すること
もできます。
傘は道具です。どんなに良い傘でも、使い方

を間違えると短期間で壊れることがあります。
上手に使って、適切に手入れをすれば長持ちし
ます。お客さんが気に入った傘を見つけるため
に、それぞれの傘の特徴やメリット・デメリッ
トを説明し、傘を差した状態で、全身を鏡に映
して決めていただくようにしています。それか
ら傘の開き方、閉じ方、巻き方など、使用する
ときのポイントを丁寧に説明します。
近年では、インターネット販売をしてほしいと

いう声を頂くこともありますが、インターネット
販売をしないことが私たちの店のこだわりです。
お客さんには、直接説明を聞いて、「雨の日に
お出掛けしたくなる傘」や「暑い日に涼しさを
感じる日傘」を見つけてほしいと思っています。

これからも四日市で
長く商売をしていると、３代続けて通ってい

ただけるお客さんもみえます。160年もの間、
店を続けることができているのは、お客さんを
つないできた先代たちのおかげ。これからも、
周りへの感謝を大切にしながら、ここ四日市で
長く店を続けていきたいと思っています。

160年の歴史
カサキは慶応元（1865）年に創業し、160
年の歴史があります。創業時は、中町に店を構
え、旅館や学校に和傘を販売していました。そ
の後は、大型商業施設への出店などを経て、
10年程前に現在の地に移転しました。
移転前は、洋傘に加えて帽子などの雑貨を販
売していた時期もありましたが、傘の販売に集
中したいと考え、現在は傘専門店として、百貨
店やスーパーであまり取り扱われていない日本
製の洋傘を中心に販売しています。

西浦一丁目の近鉄名古屋線線路沿いに店を構
える傘専門店「カサキ」。
この店は、アンブレラ・マスターという傘の
専門知識を持ったスペシャリストの夫婦が営ん
でいます。店の歴史や傘のプロとしてのこだわ
りなどをお聞きしました。

→
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人権のひろば
毎月

22日は「人権
を確かめ合う日」です

人権・同和教育シリーズ

４月21日に、村山議長（当時）、商工会議
所会頭、三重県四日市建設事務所長と共に国
土交通省と財務省を訪問し、要望活動を行い
ました。
今回の要望では、令和９年度の完成を目標

に事業が最終段階を迎えている「近鉄四日市
駅・JR四日市駅周辺整備事業」について、国
からの予算配分に向けた強力な支援をお願い
しました。また、昨年の豪雨災害によって機
能が停止している中央通り地下駐車場につい
て、早期復旧に向けた支援をお願いするとと

もに、バスタ四日市の早期完成に向けた着実
な事業推進と、四日市あすなろう鉄道の内部
車庫建て替えへの支援などをお願いしました。
国土交通省の廣瀬技監からは「鉄道駅とバ
スタがデッキでつながり利便性が高まること
で、総合的な効果が発揮され、地域が活性化
できるように取り組んでいく」と力強い回答
をもらいました。
今後も、本市の取り組む事業の推進を図る

ため、要望活動にしっかりと取り組んでいき
ます。

問 商業労政課（ TEL  354-8417　 FAX  354-8307）

障害者雇用促進法では、雇用主に対し従業
員の一定割合（以下、法定雇用率）以上の障
害者の雇用を義務付けています。法定雇用率
は、障害に関係なく、希望や能力に応じて、
誰もが職業を通じた社会参加ができる「共生
社会」を実現するための制度です。令和８年
７月に引き上げ（民間企業は2.5%⇒2.7％）
られることにより、さらなる雇用拡大が期待
されます。
ハローワーク四日市管内の民間企業におけ
る平均雇用率は11年連続で法定雇用率を上
回っていますが、まだ雇用が進んでいない企
業もあります。そのため、本市では、支援機関

や先進事例を紹介するセミナーや各種補助金
など、独自の制度を設け、企業の取り組みを
後押ししています。
障害者雇用を考えることは、多様な人材が
働くための環境を作るきっかけにもなります。
例えば、困りごとを相談しやすい職場は、「安
心感」を生み、ミスの早期解決や離職防止に
つながります。誰もが理解しやすいマニュアル
の作成や職場の環境整備などを行ったことで、
全体の生産性が向上したという企業もあります。
障害の有無に関わらず、意欲や能力に応じ

て、誰もが職場で活躍できる環境をみんなで
作っていきましょう。

 誰もが働きやすい社会へ 
 〜障害者法定雇用率の引き上げをきっかけに〜 

 国への要望活動を実施 

令和７年度
雇用優良事業所で
車両清掃する従業員
［三岐鉄道㈱提供］

廣瀬技監（右から３人目）へ要望書を手渡しました
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